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災害発生 
【直ちに参集】３Ｐ 

・区から活用要請があった場合 

・震度５強の地震発生 

 

【安全点検等】３Ｐ 

・施設での受入れが可能か？ 

・ライフラインの状況等を確認 

 

【開 設】３～４Ｐ 

・遺体安置所、資機材保管場所、避難者収容施設等の場合は、区役所から 

すべて指示を受ける。 

・帰宅困難者一時滞在施設として開設する場合は下記の要領 

               ※詳細は、別紙「帰宅支援システム行政管理者マニュアル」

②  ID・PW を入力 

① 管理サイトへアクセス 

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/m-admin/ 

③  施設情報の編集 

 

・状況を更新 

例 

・水道水 
・トイレ 
･クラッカー等

準備中 

受入不可

受入可
・状況を選択 

提供サービスを選択 

地図のアイコンが隠れます

受入可 満員 

・提供サービスの追加 

・アルミブランケット 
・毛布 
･情報提供等 

・連絡事項（行政との連絡手段） 

施設 → 横浜市 ： 毛布が○○枚足りません。 

横浜市 → 施設 ： ××時に配送の予定です。 

■ 可能な範囲で、施設情報の更新をお願いします。 
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趣旨 

豪雨や地震などの異常な自然現象に起因するもの、並びに異常な自然現象以外に起因す

る大規模な火災若しくは爆発及びその他の大規模な事故等が発生した場合（以下「災害時

等」という。）で、かつ横浜市内において避難場所や災害対応のための拠点等が必要な場合

は、横浜市防災計画（震災対策編、都市災害対策編、風水害対策編）に定められた活動に

加え、戸塚区長（以下「甲」という。）と区民利用施設の管理運営者（以下「乙」という。）

が締結した「災害時等における施設利用の協力に関する協定」（以下「協定」という。）に

基づき、円滑な対応を実施します。本マニュアルでは、甲若しくは甲が許可する者又は乙

自らが、乙の施設を活用して円滑な対応をするために必要な事項を定めます。 
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開設準備 

 

１ 施設への参集及び安全点検等 

(1) 自宅が倒壊した避難者、帰宅困難者等の一時滞在施設、及び横浜市災害対策本部の活動拠点、並

びに遺体安置所、資機材保管場所等として利用する必要があるときは、甲が協定に基づき乙に対し

て協力を要請します。 

 ただし、休館日や開館時間外に横浜市内のいずれかの地域で震度５強以上の地震が発生した場合に

ついては、甲から要請があったものとみなして、直ちに乙が施設に参集します。 

(2) 建物の被災状況、施設の被災状況を確認し、使用の可否を確認します。 

(3) ライフライン（電気、ガス、上下水道、電話）の使用の可否を確認します。 

(4)  (2)(3)及び甲から要請された対応の可否や避難者・帰宅困難者の受入可能人数を甲へ報告しま

す。 

 

 

開 設 

 

１ 開 設 

(1) 甲と乙が必要事項を協議のうえ開設します。 

   ただし、甲乙協議の暇がない場合で、かつ乙が必要と判断した場合は乙の判断により開設します。

(2) 避難者、帰宅困難者等が利用を開始したときは、区災害対策本部に報告を行います。（電話、メ

ール等） 

(3) 開設は原則として乙が行います。 

(4) 運営は原則として施設職員が行いますが、状況により区職員の応援が必要な場合は甲に要請しま

す。 

(5) 帰宅困難者施設としての準備が完了した場合は、別紙の要領に基づき、帰宅支援システムの入力

を行います。 

(6) 乙は、条件等を記載した掲示物を施設内外に掲示します。※下記参照 

(7) 運営本部及び職員休憩用として会議室を確保します。 

(8) 甲との通信手段は、固定電話（災害時優先電話）、インターネット、連絡員等で行います。 

(9) 対応状況を時系列で記録します。 

 

【掲示物の例】 

 

 

        お知らせ 

       ※施設として開設しました。 

・提供できるのは、水道水、トイレです。 

・施設閉鎖の予定時間は午前○○時です。 

施設名 
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開 設 

 

２ 避難者の受入確認と報告 

(1) 原則として別添状況報告書（１又は２）を使用して甲へ避難者数等必要事項を報告します。 

   電話報告の場合は８６６－８４１５、停電時は８６６－８４１０（地域振興課長席） 

(2) 避難者数が施設の受入可能人数を超える恐れがある場合は、乙自らが入場制限等の対応を行うと

とともに、対応を甲と協議します。 

(3) 入場制限の掲示物を施設の入り口付近に掲示します。※下記参照 

(4)  避難者一人当りのスペースは概ね２㎡を目安とします。 

 

 

【掲示物の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施設で提供するもの 

(1) 避難者には、水道水とトイレの提供を基本とします。 

(2) 簡易食料、飲料水、アルミブランケット等は、必要に応じて避難者に配布します。（全員に配布

できない場合は、幼児、高齢者、障害者、体調不良者等を優先して配布します） 

 

 

        お知らせ 

・この施設は満員となりましたので、受け入れできません。

・最寄りの一時滞在施設は○○ですので、こちらをご利用く

ださい。 

施設名 
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運 営 

 

１ 情報提供 

(1) 乙は、必要に応じて周辺地域の被害状況や近隣駅の運行再開情報などの情報収集を行います。 

(2) 乙は、テレビ、ラジオ等で上記情報等を、口頭・掲示板等により避難者、通行人、近隣者に提供

します。 

 (3) 原則として男女別に休憩スペースを指定します。 

 

 

 

 

 

 

２ 備蓄物資等の配布 

(1) アルミブランケットやトイレパック等の配布が必要になった場合は配布します。 

(2) 全員に配布できない場合は、幼児、高齢者、障害者、体調不良者等に優先して配布します。 

(3) 備蓄物資が不足するときは甲へ要請します。 
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閉 鎖 

 

１ 閉 鎖 

(1) 一時滞在施設として開設した場合は、一晩経過した時点で公共交通機関（電車・バス等）の情報

や、他の避難所情報などを一時滞在者へ伝えたうえで、閉鎖準備をします。 

   なお、横浜市災害対策本部の活動拠点、並びに遺体安置所、資機材保管場所等として開設してい

る場合は、甲からの要請後に施設の閉鎖を準備します。 

(2) 一時滞在者、避難者に対しては、事前に閉鎖予定時間（時期）などを告げます。 

(3) 閉鎖準備の状況を甲へ連絡します。 

(4) 避難者が全員退去したことを確認した後、施設を閉鎖し区本部へ報告します。（電話、報告書）
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状況報告書 １ 

 

施設名 

（TEL 等連絡先） 

報告日時 報告者 

 

（           ） 

  

 

 

１ 一時滞在施設開設状況 

□ 避難所を開設しました。開設日時は  年  月  日  時  分です。 

□ 避難所開設事由 □ 施設職員による自主開設 

□ 区本部からの避難所開設の指示 

□ その他 

 

 

２ 避難者数 

   

 

３ 必要な応援・物資等 

   

 

４ その他報告事項 
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状況報告書 ２ 

 

施設名 

（TEL） 

報告日時 報告者 

 

（           ） 

  

 

１ 職員等の参集状況 

区分 人数 参集者氏名 

施設職員  

 

 

人 

 

 

 

 

行政職員  

 

 

人 

 

 

 

 

 

２ 連絡通信手段（使用できないものは二重線で消去） 

区分 番号等 区分 番号等 

固定電話  ＦＡＸ  

E メール  その他  

 

３ 避難状況 

避難者の有無 有（約    人） ・ 無 

 

４ 避難所開設の必要性 

避難所開設の必要性 □ 現時点では、避難所開設の必要性がないと見込まれる。 

□ 既に避難所が開設されている。 

□ 今後、避難所の開設が必要と見込まれる。 

上記選択の理由 （できるだけ具体的に） 

 

 

 

５ 周辺の状況 

周辺の状況 （避難所周辺の被害状況等を具体的に記入して下さい。） 

 

 

 

 

 

第 2 報以降は、既に報告してある事項については、「変更無し」と記載して下さい。 

  





http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/m-admin/
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